
○四日市市立幼稚園保育料減免措置要綱 

平成１４年６月２０日 

教委告示第９号 

改正 平成１６年５月３１日教委告示第１０号 

平成１７年２月４日教委告示第６号 

平成１８年５月３１日教委告示第１０号 

平成１９年５月２９日教委告示第８号 

平成１９年１０月２６日教委告示第１６号 

平成２０年５月２７日教委告示第１０号 

平成２１年６月２３日教委告示第１２号 

平成２２年６月１７日教委告示第１４号 

平成２６年６月１２日教委告示第１３号 

平成２７年３月２５日教委告示第１０号 

四日市市立幼稚園保育料減免措置要綱（昭和４８年四日市市教委告示第１号）の全

部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、四日市市幼稚園保育料及び教育委託料徴収条例（昭和２３年四

日市市条例第５０号）第１条第２項及び四日市市立幼稚園管理規則（平成１３年四

日市市教委規則第４号。以下「管理規則」という。）第１６条第１項第２号及び第

２項の規定に基づき、保育料の減免世帯の基準並びに減免の額及び方法について必

要な事項を定めることを目的とする。 

（一部改正〔平成１９年教委告示１６号〕）  

（保育料減免措置対象者） 

第２条 管理規則第１６条第１項第２号に規定する減免措置対象者は本市に住所を有

し、当該年度の申請日において幼稚園に幼児を在園させている保護者でその家庭状

況が次の各号のいずれかに該当する者とする。  

(1) 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯  

(2) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯  

(3) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額（世帯構成中２人以上に所

得がある場合については所得割課税額の合算額とする。次号において同じ。）が

５千円以下となる世帯 

(4) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が５千円を超え１万円以



下となる世帯 

２ 前項各号の規定にかかわらず、小学校３年生を上限に、兄・姉を有している場合、

最年長者を第１子目として数え、在園児が第２子目以降となる園児  

（一部改正〔平成１９年教委告示１６号・２６年１３号〕）  

（減免対象者の認定） 

第３条 減免対象者が保育料の減免措置を受けようとするときは、幼稚園保育料減免

申請書（第１号様式）により四日市市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

に申請して認定を受けなければならない。 

２ 教育委員会は前項の認定をしたときは、減免対象者及び減免対象者の幼児が在籍

する幼稚園の園長に、減免決定の通知をするものとする。  

（減免資格の消滅） 

第４条 前条の規定による認定を受けた者が第２条の規定に該当しなくなったときは、

保育料の減免資格を失う。 

（減免の額及び減免の方法） 

第５条 管理規則第１６条第１項第１号の規定に該当する場合及び第２条各号に該当

する場合の保育料の減免の額及び方法については、別表１のとおりとする。  

２ 管理規則第１６条第１項第３号に該当する場合の保育料の減免の額及び方法につ

いては、教育委員会で定めるものとする。 

３ 保育料を減免することのできる期間は、当該年度を超えないものとする。また、

年度の途中で入園又は退園をした場合の減免額は、在園月数により月割計算した額

とし、１円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。  

（一部改正〔平成１９年教委告示１６号〕）  

（減免の特例） 

第５条の２ 第２条及び前条の規定にかかわらず小学校６年生を上限に、兄・姉を有

している場合、最年長者を第１子目として数え、在園児が第３子目以降となる園児

は全額を減免する。 

（追加〔平成２２年教委告示１４号〕、一部改正〔平成２６年教委告示１３号〕） 

（減免額の返還） 

第６条 偽りその他不正の手段により保育料の減免を受けたときは、教育委員会は当

該減免済みの額をその者から返還させるものとする。  

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、公布の日から施行し、平成１４年度分保育料から適用する。  

（一部改正〔平成１７年教委告示６号〕） 

（楠町との合併に伴う経過措置） 

２ 楠町立幼稚園授業料徴収条例施行規則（昭和６１年楠町規則第１２号。以下「楠

町の規則」という。）の規定によりなされた申請その他の行為は、この要綱に基づ

きなされたものとみなす。 

（追加〔平成１７年教委告示６号〕） 

３ 減免対象者が条例附則第２項の経過措置の適用対象となっている場合において、

第６条の規定により算出した減免の額が、楠町の規則により算出した減免の額を下

回る場合は、この要綱の規定にかかわらず、なお楠町の規則の例による  

（追加〔平成１７年教委告示６号〕） 

附 則（平成１６年５月３１日教委告示第１０号）  

この要綱は、告示の日から施行し、平成１６年度分保育料から適用する。  

附 則（平成１７年２月４日教委告示第６号）  

この要綱は、平成１７年２月７日から施行する。  

附 則（平成１８年５月３１日教委告示第１０号）  

この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。  

附 則（平成１９年５月２９日教委告示第８号）  

この要綱は、告示の日から施行し、平成１９年度分保育料から適用する。  

附 則（平成１９年１０月２６日教委告示第１６号）  

この要綱は、平成１９年１１月１日から施行する。  

附 則（平成２０年５月２７日教委告示第１０号）  

この要綱は、告示の日から施行し、平成２０年度分保育料から適用する。  

附 則（平成２１年６月２３日教委告示第１２号）  

この要綱は、告示の日から施行し、平成２１年度分保育料から適用する。  

附 則（平成２２年６月１７日教委告示第１４号）  

この要綱は、告示の日から施行し、平成２２年度分保育料から適用する。  

附 則（平成２６年６月１２日教委告示第１３号）  

この要綱は、告示の日から施行し、平成２６年度分保育料から適用する。  

附 則（平成２７年３月  日教委告示第  号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２７年度分保育料から適用する。  

別表１ 



（全部改正〔平成１６年教委告示１０号〕、一部改正〔平成１８年教委告示１

０号・１９年８号・２０年１０号・２１年１２号・２２年１４号・２６年１３

号・２７年  号〕） 

階層区分 減免額 

第１子 第２子 第３子以降 

生活保護受給世帯 

（管理規則第１６条第１項第１号の

規定に該当する者） 

全額 全額 全額 

市民税所得割非課税世帯 

（第２条第２号の規定に該当する

者） 

のうちひとり親世帯等、在宅障害者

（児）のいる世帯 

全額 全額 全額 

市民税非課税世帯 

（第２条第１号の規定に該当する

者） 

８カ月分 １０カ月分 全額 

市民税所得割非課税世帯 

（第２条第２号の規定に該当する

者） 

８カ月分 １０カ月分 全額 

市民税所得割五千円以下世帯 

（第２条第３号の規定に該当する

者） 

３カ月分 ６カ月分 全額 

市民税所得割一万円以下世帯 

（第２条第４号の規定に該当する

者） 

１カ月分 ６カ月分 全額 

上記以外の世帯 

（第２条第２項の規定に該当する

者） 

― ６カ月分 全額 

※ 上記表の第１・２・３子とは幼稚園に就園している園児のことをいう。  

但し、小学校１・２・３年生が世帯に属している場合は、その児童の最年長者を

第１子目として数える。 



※ 「ひとり親世帯等、在宅障害者（児）のいる世帯」は次の世帯とは、次の世帯と

する。 

（１）母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項に規定する配偶者のない者で現

に児童を扶養しているものの世帯 

（２）次に掲げる在宅障害児（者）を有する世帯  

   ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体障   

害者手帳の交付を受けた者 

 イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年厚生省発児第１５６号）に定める療育手帳

の交付を受けた者 

 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者  

 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に

定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（に定める国民年金の障

害基礎年金の受給者 

（３）児童の保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)に定

める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯。  



 



 



第１号様式（第３条関係） 

（全部改正〔平成１８年教委告示１０号〕）  

 


